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＜定例会の主な議題及び要旨＞ 

 

平成３０年５月２４日（木） 

 

【報告事項】 

１ ６月定例県議会の日程等について                 

（総 務 部） 

警察本部から「６月定例県議会については、６月７日から６月２５日までの１９日間

の日程で開催される。警察関係議案として、騒音防止条例の一部改正ほか１件の議案審

査を予定している。」旨の報告があった。  

公安委員から「井上県議は、農林水産委員会から警察委員会に所属変更となっている

が、過去に警察委員会への所属歴はあるのか。」旨の発言があり、警察本部から「過去

に警察委員会に所属していた。」旨の説明があった。  

 

２ 株主総会特別対策本部の設置について              

（暴力団対策部） 

警察本部から「６月に、県内企業の株主総会が集中開催されることから、６月１日か

ら６月２９日までの間、株主総会特別対策本部を設置し、総会屋等による妨害行為や企

業に対する不当要求行為等の取締りを徹底していく。」旨の報告があった。  

公安委員から「最近の情勢に変化はあるのか。」、「株主総会について、特に情勢の

変化等は承知していないが、株主も高齢化し、総会への出席率が低調になっている現状

もあるのではないか。」旨の発言があり、警察本部から「株主総会に関し情勢に大きな

変化はなく、企業との連携を強化し、事前情報の収集に努め、不法事案の防遏・検挙に

万全を期していく。」旨の説明があった。  

 

３ 放置違反金未収に係る徴収強化月間の実施について         

（交 通 部） 

警察本部から「放置違反金滞納者の「逃げ得」を許さないために、６月１日から６月

３０日までの１か月間を放置違反金未収に係る徴収強化月間に設定し、新たに給与及び

生命保険の差押えを行い、未収金の解消を図る。」旨の報告があった。  

  公安委員から「銀行を直接訪問し、差押処分を実施するより、郵送での差押処分を実  

 施するほうが効率的ではないか。また、徴収件数は、もっと増やせるのではないか。」 

 旨の発言があり、警察本部から「通常は郵送で実施しているが、差押処分前に滞納者が  

 現金を引き出すケースが散見されるため、銀行へ直接訪問して速やかに差押処分を実施  

 している。また、時効成立後は徴収ができなくなるため、時効が切迫しているものから  

 優先的に実施している。」旨の説明があった。 

公安委員から「徴収額だけで判断すると費用対効果の面で厳しいところではあるが、

制度の公平性を確保する観点から、警察として最大限の努力をすべきである。」旨の発

言があった。  

 

４ いわゆる「あおり運転」の全国一斉指導取締り等の実施について 

（交通部・地域部） 

警察本部から「平成２９年６月、神奈川県内の東名高速道路において、いわゆる「あ

おり運転」を原因とする悲惨な交通死亡事故が発生したことから、６月１日から６月７

日までの間、高速自動車国道等におけるあおり運転に対する指導取締り及び広報啓発活

動を全国一斉に実施し、あおり運転の悪質・危険な運転の更なる抑止を図る。」旨の報

告があった。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公安委員から「昨年の神奈川県内の東名高速道路における悲惨な交通死亡事故は、記

憶に新しいところであるが、福岡県内でのあおり運転に起因する重大事故の発生はある

のか。」旨の発言があり、警察本部から「全国事例となるような重大事故の発生はない

が、昨年、車間距離不保持を高速自動車国道等で３４９件検挙するなど憂慮すべき状況

であり、引き続き、悪質・危険運転に対する指導取締りを徹底する。」旨の説明があっ

た。  

 

５ 福岡県教職員組合第９７回定期大会における警察措置について   

 （警 備 部） 

  警察本部から「６月２日、福岡市中央区において「福岡県教職員組合第９７回定期大

会」が行われ、同大会に対する抗議行動が予定されていることから、県警察では所要の

体制で警戒警備に当たる。」旨の報告があった。 

公安委員から「大会については、例年どおりの規模で開催されるのか。」、「同大会

に反対する団体は、全国から集結するのか。」旨の発言があり、警察本部から「大会は、

例年どおりの規模での開催が予定されており、また、例年、県内外から複数の団体が集

結し、パレード街宣を実施しており、本年も同様の取組が予定されている。」旨の説明

があった。 

 

６ 平成３０年度福岡県総合防災訓練の実施について         

 （警 備 部） 

  警察本部から「６月３日、古賀市筵内ほか１か所において、福岡県等の主催による福岡県総合

防災訓練が実施される。訓練は、過去の大規模災害を踏まえ、風水害、地震・津波災害等の発生

を想定し、福岡県及び各防災関係機関並びに地域住民等が参加する。県警察からも所要の体制で

参加する。」旨の報告があった。 

 公安委員から「昨年７月の九州北部豪雨災害は記憶に新しいところであるが、昨年の  

災害を受けて新たに実施する訓練はあるのか。また、県警察は、訓練にどの程度参加す  

るのか。」旨の発言があり、警察本部から「海上自衛隊と連携したヘリコプターを使用  

した負傷者輸送訓練などを新たに実施する。また、県警察の参加人員は、４０名程度で  

ある。」旨の説明があった。  

 

 

【その他の報告事項】 

警察本部から「本日、庁議が開催され、６月議会の提出予定議案について紹介があっ

た。２５日に第七管区海上保安本部展示総合訓練、２７日に陸上自衛隊第四師団創立記

念行事に出席にする。２８日午前は、福岡県防災会議に出席し、会議後の防災関係機関

意見交換会においてテロ対策について説明し、午後は、暴力追放センター定時評議委員

会に出席する。３０日は、ニセ電話気づかせ隊推進委員会に出席し、ニセ電話詐欺情勢

について説明する。６月３日は、福岡県総合防災訓練、４日は、全国警察本部長会議に

出席する。」旨の報告があった。 

 


